
 

 

2.51 導電率測定法の改正について（報告） 1 

 2 

以下の試験法は、日本薬局方、欧州薬局方及び米国薬局方で調和合意された試験法であり、今般、三薬局方の3 

合意により調和文書が修正されたため、その修正を反映しました。また、併せてより調和文書の原文に沿った記4 

載とするために記載を整備しました。変更した原案について以下のとおり、報告いたします。 5 
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5．温度補償及び6．溶液の測定の項を次のように改める． 7 

5. 温度補償 8 

液体の導電率は，温度に依存するため，導電率の測定には，9 

別に規定される場合を除き，通常，温度補償が必要である．適10 

切な温度補償アルゴリズムにより， 導電率の変化は，温度変11 

化ではなく濃度変化に起因するとみなすことができる．導電率12 

測定は，通常25℃を基準としている．一般的な形式の温度補13 

償(線形)には，式(4)が用いられる． 14 

25＝
T

[1＋α (T－25)]
  (4) 15 

25＝25℃の導電率 16 

T＝T℃の導電率 17 

α＝導電率の温度係数 18 

T＝測定温度 19 

多くの塩溶液には，一般的に2.1％／℃の温度係数が用いら20 

れる．ほとんどの塩水溶液の温度係数の範囲は，1.9 ～ 2.221 

％／℃である．液体試料により，他の温度補償方式が適切な場22 

合がある．◇非線形の温度補償は，装置のあらかじめプログラ23 

ムされたデータを用いて行う．様々な溶液の非線形の温度補償24 

データは，天然水，微量のアンモニアを含む超純水などに広く25 

利用可能である．◇ 26 

機器の洗浄用あるいはリンス用に精製された水のように導電27 

率が低い(10 μS/cm未満)場合には，二重温度補償が必要である．28 

一つは，水の固有の導電率のためで，他方は，水に含まれる他29 

のイオン種のためのものである．これらの補償は，通常，マイ30 

クロプロセッサで制御された導電率測定機器では，常時連動し，31 

組み込まれている．これは，全ての導電率測定技術で提供され32 

てはいない． 33 

6. 溶液の測定 34 

オフライン測定の場合，洗浄した導電率測定用セルを測定す35 

る溶液ですすぐ．次に導電率測定用セルを測定する溶液に浸け，36 

温度及び温度補正した導電率を記録する．電極の構造によって37 

は，容器の壁が導電率の測定値に影響する場合があるため，容38 

器内の導電率測定用セルの位置が導電率の測定値に影響しない39 

か確認する． 40 

オンライン又はインラインによる連続測定の場合，洗浄した41 

導電率測定用セルをパイプ，タンク又は容器ベッセルに組み込42 

み，必要に応じて洗浄する．組み込む際にあらかじめ電極の間43 

に泡やゴミが入らないようになっていることを確認する．電極44 

の構造によっては，パイプ又はタンクの表面が，導電率の測定45 

値に影響する場合があるために，それらと導電率測定用セルの46 

位置が導電率の測定値に影響しないか確認する． 47 

温度及び温度補正した導電率を記録する． 48 

試験を繰り返すか連続的に測定する場合，導電率測定用セル49 

の接液部の部品が試料溶液及び測定温度に適合性が良いことを50 

確認する． 51 


